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２０１９年 ９月２５日 
九 州 電 力 株 式 会 社 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修の連絡書 

 
１．原子炉名 
   川内原子力発電所 １号炉及び２号炉 
 
２．運転上の制限 

特別高圧受電お客さま（ＪＲ新鹿児島変電所）設備に係る受電設備定期点検※

を行うため、２２０ｋＶ川内原子力支線を停止する必要がある。 

停止期間中における１号炉及び２号炉の外部電源は５００ｋＶ川内原子力線

１号線及び２号線の２回線のみとなり、また他の回線に対し独立性を有してい

ない状態となるため、原子炉の全運転モードにおいて要求される、保安規定第

７１条（外部電源）で定める運転上の制限「３回線以上が動作可能であること」

及び「外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対して独立性を有しているこ

と」を満足しない状態となる。 
  ※電気事業法第４２条第１項に基づき定める保安規程[電気事業用電気工作物

（原子力発電工作物を除く）]に基づく点検 
 
３．点検・保修の内容 
（１）件名 

２２０ｋＶ川内原子力支線停止作業（ＪＲ新鹿児島変電所設備点検） 

（２）作業内容 
   以下の点検作業を実施する。 

・ＪＲ新鹿児島変電所の１号受電用遮断器定期点検 

（３）運転上の制限を満足しない期間（予定） 
   ２０１９年１０月 ２日   
   ２０１９年１０月 ３日   

    従って、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される 

措置の完了時間の範囲内で点検・保修が実施されるため、保安規定第８７条

第１項を適用する。 

ただし、雨天及び雷発生等の荒天時には作業を順延するため、上記期間は

変更となる可能性がある。 
 
４．添付資料 
  添付資料－１ ２２０ｋＶ川内原子力支線停止作業範囲図 

添付資料－２ 保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 
  添付資料－３ 該当する保安規定の条文の写し 

 
以 上 

別紙１ 
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添付資料－２ 
 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 

 
 

２０１９年  
１０月 

保安規定第８７条 
第１項適用期間 

２２０ｋＶ川内原子力支
線停止作業（ＪＲ新鹿児
島変電所設備点検） 

 
 
 
                
 
 
 
 
 

１０月 ２日 

１：００～４：００ 

 

１０月 ３日 

１：００～４：００ 
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添付資料－３ 
 

（外部電源） 

第 71条 モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間にお

いて、外部電源※１は、表 71－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２ 外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。 

(1) 当直課長は、モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵してい

る期間において、１週間に１回、所要の非常用高圧母線に電力供給可能な外部電源３回線以

上の電圧が確立していること、及び１回線以上は他の回線に対して独立性を有していること

を確認する。 

なお、予備変圧器から所内負荷へ給電時は、220kV 送電線の電流値を確認する。 

３ 当直課長は、外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表

71－２の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、保修課長に

通知する。通知を受けた保修課長は、同表の措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは、電力系統からの電力を第77条及び第78条で要求される非常用高圧母線に供

給する設備をいう（以下、各条において同じ）。 

 

表 71－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 

(1)３回線※２以上が動作可能であること※３ 

(2)(1)の外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対して独立性を有し

ていること※４※５ 

※２：外部電源の回線数は、当該原子炉に対する個々の非常用高圧母線全てに対して電力供給す

ることができる発電所外からの送電線の回線数とする（以下、各条において同じ）。 

※３：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。 

※４：独立性を有するとは、「送電線の上流において１つの変電所又は開閉所のみに連系しないこ

と」をいう。 

※５：１つの変電所又は開閉所のルートにより供給している場合であっても、設備構成として、

別ルート（川内火力発電所の開閉所又は新鹿児島変電所を経由した受電可能なルート）で

の連系が可能な状態であれば、独立性を有しているとみなすことができる。 
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表 71－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

A.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

A.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対して独立

性を有している状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日 

に１回 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

B.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

B.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

30 日 

Ｃ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

及び 

全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

 

C.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

C.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対し独立性

を有している状態に復旧する。又は、動作

不能となっている外部電源の少なくとも

１回線を動作可能な状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

20 日 

Ｄ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

D.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

D.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

10 日 

Ｅ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

及び 

ディーゼル発電機１基が

動作不能である場合※７ 

E.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源１回線又はディーゼル発電機１基を復

旧する。 

12 時間 

Ｆ．全ての外部電源が動作不

能である場合 

F.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

24 時間 
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表 71－２（続き） 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ｇ．モード１、２、３及び４に

おいて、条件Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ又はＦの措置を完了

時間内に達成できない場

合 

G.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

G.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

Ｈ．モード５、６及び使用済燃

料ピットに燃料体を貯蔵

している期間において、条

件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ又は

Ｆの措置を完了時間内に

達成できない場合 

H.1 保修課長は、照射済燃料移動中の場合は、

照射済燃料の移動を中止する※８。 

及び 

H.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

及び 

H.3 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っ

ている場合は、水抜きを中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※６：電流値の確認については、220kV 送電線の電流値を確認する。（予備変圧器から所内負荷へ

給電時） 

※７：モード１、２、３及び４以外においては、ディーゼル発電機には、非常用発電機１基を含

めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをいう。 

※８：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。 
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（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 
第 87条 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、

計画的に運転上の制限外に移行する場合は、当該運転上の制限を満足していないと判断した場

合に要求される措置を要求される完了時間の範囲内で実施する※１。なお、運用方法については、

表 86－１の例に準拠するものとする。 

２ 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画

的に運転上の制限外に移行する場合であって、当該運転上の制限を満足していないと判断した

場合に要求される措置を要求される完了時間の範囲を超えて実施する場合は、あらかじめ必要

な安全措置を定め、原子炉主任技術者の確認を得て実施する※１。 

３ 各課長（土木建築課長を除く。）は、表 87－１で定める設備について、保全計画に基づき定

期的に行う点検・保修を実施する場合は、同表に定める点検時の措置を実施する。 

４ 第１項、第２項及び第３項の実施については、第 86条第１項の運転上の制限を満足しない場

合とはみなさない。 

５ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項、第２項又は第３項に基づく点検・保修を行う場

合、関係課長と協議し実施する。 

６ 第１項、第２項及び第３項の実施に当たっては、運転上の制限外へ移行した時点を点検・保

修に対する完了時間の起点とする。 

７ 第１項を実施する場合、各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外に移行する前に、

運転上の制限外に移行した段階で要求される措置※２を順次実施し、その全てが終了した時点か

ら 24時間以内に運転上の制限外に移行する。なお、移行前に実施した措置については、移行時

点で完了したものとみなす。 

８ 第１項、第２項又は第３項に基づき運転上の制限外に移行する場合は、第 86 条第３項、第７

項、第８項、第９項及び第 10項に準拠する。なお、第３項に基づき運転上の制限外に移行する

場合は、「要求される措置」を「点検時の措置」に読み替えるものとする。 

９ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項の場合において要求される措置を完了時間内に実

施できなかった場合、第２項の場合において安全措置を実施できなかった場合、又は第３項の

場合において点検時の措置を完了時間内に実施できなかった場合は、当該運転上の制限を満足

していないと判断する。 

10 各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外へ移行した場合及び運転上の制限外から

復帰していると判断した場合は、当直課長に通知する。 

11 各課長（土木建築課長を除く。）は、第２項に基づく点検・保修又は第３項において、完了時

間を超えて点検・保修を実施後、運転上の制限外から復帰していると判断した場合は、原子炉

主任技術者に報告する。 

 

※１：この規定第２項に基づく確認として同様の措置を実施している場合は、これに代えること

ができる。 

※２：点検・保修を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の制限が適用されない状態へ移行

する措置を除く。また、複数回の実施要求があるものについては、２回目以降の実施につ

いては除く。
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第
83

条
 

(
8
3－

1
2－

３
)
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
温
度

（
S
A）
（
指

示
監
視
部

含
む
）

 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
状
態

監
視
カ
メ
ラ

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

水
位

（
広
域
）
（

使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
監

視
用
空

気
供
給

シ
ス
テ

ム
含
む
）
指

示
監
視
部
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
周
辺

線
量
率
指
示

監
視

部
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を

貯
蔵
し

て
い
る

期
間
 

・
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

の
水
位
が

E
L＋

1
2
.7
0m

以
上
及
び

水
温

が
6
5℃

以
下
で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

週
間
に

１
回
 

・
所

要
の
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確

認
※

４
す

る
。
 

点
検
前

※
３

 

点
検

期
間
が

完
了
時
間
（
30

日
）
を
超
え

て
点
検

を
実

施
す
る

場
合
は

、
そ
の

後
の
１
か
月

に
１
回

 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

１
)
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

給
油
ポ
ン
プ

（
モ
ー
タ

含
む
）
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

燃
料
タ
ン
ク

 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

給
油
ポ
ン
プ

に
よ
る
大

容
量
空

冷
式

発
電
機

へ
の
給

油
系
を

構
成
す
る
弁

 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
中

容
量
発

電
機
車

又
は
高

圧
発

電
機
車

が
動
作
可

能
で
あ

る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

・
所

要
の
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

至

近
の

記
録
に

よ
り
確

認
す
る

。
 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

４
)
 

・
蓄

電
池
（

重
大
事

故
等
対

処
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ
と

を
至
近

の

記
録

に
よ
り

確
認
す

る
。
 

点
検
前

※
３
 

・
所

内
電
気

設
備
の

系
統
電

圧
を

確
認
し

、
使
用
可

能
で
あ

る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

６
)
 

・
重

大
事
故

等
対
処

用
変
圧

器
盤
 

・
重

大
事
故

等
対
処

用
変
圧

器
受
電
盤
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
発

電
機
車

（
中
容

量
発
電

機
車

又
は
高

圧
発
電
機

車
）
及

び

変
圧

器
車
が

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と

を
至

近
の
記
録

に
よ
り

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３
 

・
中

容
量
発

電
機
車

又
は
高

圧
発

電
機
車

が
動
作
可

能
で
あ

る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

８
)
 

・
燃

料
油
貯

蔵
タ
ン

ク
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
点

検
対

象
外
の

燃
料
油

貯
蔵
タ

ン
ク
が

1
47
k 
以

上
あ
る
こ
と

を
確

認
す
る

。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

か
月
に

１
回
 

・
原

子
炉
下

部
キ
ャ

ビ
テ
ィ

水
位
 

モ
ー

ド
５
 

・
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

が
動
作

可
能
で
あ
る

こ
と
を
確

認
す
る
。

 
点

検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
6－

１
)
 

・
可

搬
型
格

納
容
器

水
素
濃

度
計
測
装
置

指
示
監
視

部
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

8
3
条

(
83

－
16

－
１

)
の

適
用

モ
ー

ド
内
 

・
静

的
触
媒

式
水
素

再
結
合

装
置

動
作
監

視
装
置
又

は
電
気

式

水
素

燃
焼
装

置
動
作
監

視
装
置

が
動

作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

※
３

：
運
転

上
の
制

限
外
に

移
行
す
る
前

に
順
次
実

施
し
、

そ
の
全

て
が
終
了
し

た
時
点
か
ら

24
時
間

以
内
に

運
転
上

の
制
限
外

に
移
行

す
る
。

な
お
、
移
行

前
に
実
施

し
た
措

置
に
つ

い
て
は
、
移

行
時
点
で

完
了
し

た
も
の

と
み
な
す
。

 

※
４
：「

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確
認
」
と

は
、
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
２
基

※
５
を

起
動

し
動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
。
た

だ
し
、
第

87
条
適
用
時

期
が
使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て

い
る
期

間
で
、
か

つ
、
点
検
期

間
が

30
日
を
超

え
な
い

場
合
は

、
至
近

の
記
録
に

よ
り
動

作
可
能

で
あ
る
こ
と

を
確
認
す

る
。
 

※
５

：
モ
ー

ド
１
、

２
、
３

及
び
４
以
外

で
は
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

に
非
常
用
発

電
機
１
基

を
含
め

る
こ
と

が
で
き
る
。
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２０１９年 ９月２５日 
九 州 電 力 株 式 会 社 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修の連絡書 

 
１．原子炉名 
   川内原子力発電所 １号炉及び２号炉 
 
２．運転上の制限 

５００ｋＶ川内原子力線１号線について、予防保全を目的とした点検・保修

を実施することから、当該設備を停止する必要がある。 
停止期間中における１号炉及び２号炉の外部電源は５００ｋＶ川内原子力線

２号線及び２２０ｋＶ川内原子力支線のみとなり、原子炉の全運転モードにお

いて要求される、保安規定第７１条（外部電源）で定める運転上の制限「３回

線以上が動作可能であること」を満足しない状態となる。 
   
３．点検・保修の内容 
（１）件名 

５００ｋＶ川内原子力線１号線停止作業（川内原子力線鉄塔防錆塗装 
修繕工事 １Ｌ） 

（２）作業内容 
   以下の作業を実施する。 

・５００ｋＶ川内原子力線の鉄塔防錆塗装修繕 

（３）運転上の制限を満足しない期間（予定） 
   ２０１９年１１月１１日 

２０１９年１１月１２日 
  
    従って、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される 

措置の完了時間の範囲内で点検・保修を実施するため、保安規定第８７条第

１項を適用する。 
ただし、雨天及び雷発生等の荒天時には作業を順延するため、上記期間は 

変更となる可能性がある。 
 
４．添付資料 
  添付資料－１ ５００ｋＶ川内原子力線１号線停止作業範囲図 

添付資料－２ 保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 
  添付資料－３ 該当する保安規定の条文の写し 

 
以 上 

別紙２ 
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添
付
資
料
－
１

 
５
０
０
ｋ
Ｖ
川
内
原
子
力
線
１
号
線
停
止
作
業
範
囲
図
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添付資料－２ 
 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 

 
 

２０１９年  
１１月 

保安規定第８７条 
第１項適用期間 

５００ｋＶ川内原子力線

１号線停止作業（川内原

子力線鉄塔防錆塗装修繕

工事 １Ｌ） 

 
 
 
                
 
 
 
 
 

１１月１１日 
 ９：００～１７：００ 
 
１１月１２日 
 ９：００～１７：００ 
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添付資料－３ 
 

（外部電源） 

第 71条 モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間にお

いて、外部電源※１は、表 71－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２ 外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。 

(1) 当直課長は、モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵してい

る期間において、１週間に１回、所要の非常用高圧母線に電力供給可能な外部電源３回線以

上の電圧が確立していること、及び１回線以上は他の回線に対して独立性を有していること

を確認する。 

なお、予備変圧器から所内負荷へ給電時は、220kV 送電線の電流値を確認する。 

３ 当直課長は、外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表

71－２の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、保修課長に

通知する。通知を受けた保修課長は、同表の措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは、電力系統からの電力を第77条及び第78条で要求される非常用高圧母線に供

給する設備をいう（以下、各条において同じ）。 

 

表 71－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 

(1)３回線※２以上が動作可能であること※３ 

(2)(1)の外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対して独立性を有し

ていること※４※５ 

※２：外部電源の回線数は、当該原子炉に対する個々の非常用高圧母線全てに対して電力供給す

ることができる発電所外からの送電線の回線数とする（以下、各条において同じ）。 

※３：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。 

※４：独立性を有するとは、「送電線の上流において１つの変電所又は開閉所のみに連系しないこ

と」をいう。 

※５：１つの変電所又は開閉所のルートにより供給している場合であっても、設備構成として、

別ルート（川内火力発電所の開閉所又は新鹿児島変電所を経由した受電可能なルート）で

の連系が可能な状態であれば、独立性を有しているとみなすことができる。 
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表 71－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

A.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

A.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対して独立

性を有している状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日 

に１回 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

B.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

B.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

30 日 

Ｃ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

及び 

全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

 

C.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

C.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対し独立性

を有している状態に復旧する。又は、動作

不能となっている外部電源の少なくとも

１回線を動作可能な状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

20 日 

Ｄ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

D.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

D.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

10 日 

Ｅ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

及び 

ディーゼル発電機１基が

動作不能である場合※７ 

E.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源１回線又はディーゼル発電機１基を復

旧する。 

12 時間 

Ｆ．全ての外部電源が動作不

能である場合 

F.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

24 時間 
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表 71－２（続き） 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ｇ．モード１、２、３及び４に

おいて、条件Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ又はＦの措置を完了

時間内に達成できない場

合 

G.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

G.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

Ｈ．モード５、６及び使用済燃

料ピットに燃料体を貯蔵

している期間において、条

件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ又は

Ｆの措置を完了時間内に

達成できない場合 

H.1 保修課長は、照射済燃料移動中の場合は、

照射済燃料の移動を中止する※８。 

及び 

H.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

及び 

H.3 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っ

ている場合は、水抜きを中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※６：電流値の確認については、220kV 送電線の電流値を確認する。（予備変圧器から所内負荷へ

給電時） 

※７：モード１、２、３及び４以外においては、ディーゼル発電機には、非常用発電機１基を含

めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをいう。 

※８：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。 
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（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 
第 87条 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、

計画的に運転上の制限外に移行する場合は、当該運転上の制限を満足していないと判断した場

合に要求される措置を要求される完了時間の範囲内で実施する※１。なお、運用方法については、

表 86－１の例に準拠するものとする。 

２ 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画

的に運転上の制限外に移行する場合であって、当該運転上の制限を満足していないと判断した

場合に要求される措置を要求される完了時間の範囲を超えて実施する場合は、あらかじめ必要

な安全措置を定め、原子炉主任技術者の確認を得て実施する※１。 

３ 各課長（土木建築課長を除く。）は、表 87－１で定める設備について、保全計画に基づき定

期的に行う点検・保修を実施する場合は、同表に定める点検時の措置を実施する。 

４ 第１項、第２項及び第３項の実施については、第 86条第１項の運転上の制限を満足しない場

合とはみなさない。 

５ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項、第２項又は第３項に基づく点検・保修を行う場

合、関係課長と協議し実施する。 

６ 第１項、第２項及び第３項の実施に当たっては、運転上の制限外へ移行した時点を点検・保

修に対する完了時間の起点とする。 

７ 第１項を実施する場合、各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外に移行する前に、

運転上の制限外に移行した段階で要求される措置※２を順次実施し、その全てが終了した時点か

ら 24時間以内に運転上の制限外に移行する。なお、移行前に実施した措置については、移行時

点で完了したものとみなす。 

８ 第１項、第２項又は第３項に基づき運転上の制限外に移行する場合は、第 86 条第３項、第７

項、第８項、第９項及び第 10項に準拠する。なお、第３項に基づき運転上の制限外に移行する

場合は、「要求される措置」を「点検時の措置」に読み替えるものとする。 

９ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項の場合において要求される措置を完了時間内に実

施できなかった場合、第２項の場合において安全措置を実施できなかった場合、又は第３項の

場合において点検時の措置を完了時間内に実施できなかった場合は、当該運転上の制限を満足

していないと判断する。 

10 各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外へ移行した場合及び運転上の制限外から

復帰していると判断した場合は、当直課長に通知する。 

11 各課長（土木建築課長を除く。）は、第２項に基づく点検・保修又は第３項において、完了時

間を超えて点検・保修を実施後、運転上の制限外から復帰していると判断した場合は、原子炉

主任技術者に報告する。 

 

※１：この規定第２項に基づく確認として同様の措置を実施している場合は、これに代えること

ができる。 

※２：点検・保修を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の制限が適用されない状態へ移行

する措置を除く。また、複数回の実施要求があるものについては、２回目以降の実施につ

いては除く。
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表
8
7－

１
 

関
連

条
文
 

点
検

対
象
設

備
 

第
87

条
適
用
時
期

 
点

検
時
の
措

置
 

実
施

頻
度
 

第
69

条
 

・
中

央
制
御

室
非
常

用
循
環

系
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

6
9
条

の
適

用
モ
ー

ド
内
 

・
点

検
対
象

外
号
炉

の
当
該

系
統

が
動
作

可
能
で
あ

る
こ
と

を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

・
動

作
可
能

な
外
部

電
源
に

つ
い

て
、
電

圧
が
確
立

し
て
い

る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
71

条
 

・
外

部
電
源
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、

６
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い
る

期
間
 

・
所

要
の
１

、
２
号

炉
の
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
が
動

作
可
能

で

あ
る

こ
と
を

確
認

※
４
す

る
。
 

点
検
前

※
３

 

点
検

期
間
が

完
了
時
間
（
30

日
）
を
超
え

て
点
検

を
実

施
す
る

場
合
は

、
そ
の

後
の
１
か
月

に
１
回

 

第
83

条
 

(
8
3－

1
0－

２
)
 

・
水

素
濃
度

監
視
系

を
構
成

す
る
弁
 

・
Ａ

ガ
ス
サ

ン
プ
リ

ン
グ
圧

縮
装
置
 

・
可

搬
型
格

納
容
器

水
素
濃

度
計
測
装
置

指
示
監
視

部
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

8
3
条

（
8
3－

1
0－

２
）
の
適

用
モ
ー

ド
内
 

・
静

的
触
媒

式
水
素

再
結
合

装
置

動
作
監

視
装
置
又

は
電
気

式

水
素

燃
焼
装

置
動
作
監

視
装
置

が
動

作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

・
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

の
水
位
が

E
L＋

1
2
.7
0m

以
上
及
び

水
温

が
6
5℃

以
下
で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

週
間
に

１
回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
2－

１
)
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
補
給

用
水
中
ポ
ン

プ
に
よ
る

使
用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

へ
の
注

水
系
を

構
成
す
る
弁

（
SF
P
注

水
系

を
１

系
統
確

保
し
実

施
）

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を

貯
蔵
し

て
い
る

期
間
 

 
・

可
搬
型
電

動
低
圧

注
入
ポ

ン
プ

（
可
搬

型
電
動
ポ

ン
プ
用

発

電
機

含
む
）

又
は
可
搬

型
デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ
ン
プ

に
よ
る

使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ

レ
イ

系
が

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
2－

３
)
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
温
度

（
S
A）
（
指

示
監
視
部

含
む
）

 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
状
態

監
視
カ
メ
ラ

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

水
位

（
広
域
）
（

使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
監

視
用
空

気
供
給

シ
ス
テ

ム
含
む
）
指

示
監
視
部
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
周
辺

線
量
率
指
示

監
視

部
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を

貯
蔵
し

て
い
る

期
間
 

・
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

の
水
位
が

E
L＋

1
2
.7
0m

以
上
及
び

水
温

が
6
5℃

以
下
で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

週
間
に

１
回
 

・
所

要
の
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確

認
※

４
す

る
。
 

点
検
前

※
３

 

点
検

期
間
が

完
了
時
間
（
30

日
）
を
超
え

て
点
検

を
実

施
す
る

場
合
は

、
そ
の

後
の
１
か
月

に
１
回

 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

１
)
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

給
油
ポ
ン
プ

（
モ
ー
タ

含
む
）
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

燃
料
タ
ン
ク

 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

給
油
ポ
ン
プ

に
よ
る
大

容
量
空

冷
式

発
電
機

へ
の
給

油
系
を

構
成
す
る
弁

 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
中

容
量
発

電
機
車

又
は
高

圧
発

電
機
車

が
動
作
可

能
で
あ

る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

・
所

要
の
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

至

近
の

記
録
に

よ
り
確

認
す
る

。
 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

４
)
 

・
蓄

電
池
（

重
大
事

故
等
対

処
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ
と

を
至
近

の

記
録

に
よ
り

確
認
す

る
。
 

点
検
前

※
３
 

・
所

内
電
気

設
備
の

系
統
電

圧
を

確
認
し

、
使
用
可

能
で
あ

る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

６
)
 

・
重

大
事
故

等
対
処

用
変
圧

器
盤
 

・
重

大
事
故

等
対
処

用
変
圧

器
受
電
盤
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
発

電
機
車

（
中
容

量
発
電

機
車

又
は
高

圧
発
電
機

車
）
及

び

変
圧

器
車
が

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と

を
至

近
の
記
録

に
よ
り

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３
 

・
中

容
量
発

電
機
車

又
は
高

圧
発

電
機
車

が
動
作
可

能
で
あ

る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

８
)
 

・
燃

料
油
貯

蔵
タ
ン

ク
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
点

検
対

象
外
の

燃
料
油

貯
蔵
タ

ン
ク
が

1
47
k 
以

上
あ
る
こ
と

を
確

認
す
る

。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

か
月
に

１
回
 

・
原

子
炉
下

部
キ
ャ

ビ
テ
ィ

水
位
 

モ
ー

ド
５
 

・
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

が
動
作

可
能
で
あ
る

こ
と
を
確

認
す
る
。

 
点

検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
6－

１
)
 

・
可

搬
型
格

納
容
器

水
素
濃

度
計
測
装
置

指
示
監
視

部
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

8
3
条

(
83

－
16

－
１

)
の

適
用

モ
ー

ド
内
 

・
静

的
触
媒

式
水
素

再
結
合

装
置

動
作
監

視
装
置
又

は
電
気

式

水
素

燃
焼
装

置
動
作
監

視
装
置

が
動

作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

※
３

：
運
転

上
の
制

限
外
に

移
行
す
る
前

に
順
次
実

施
し
、

そ
の
全

て
が
終
了
し

た
時
点
か
ら

24
時
間

以
内
に

運
転
上

の
制
限
外

に
移
行

す
る
。

な
お
、
移
行

前
に
実
施

し
た
措

置
に
つ

い
て
は
、
移

行
時
点
で

完
了
し

た
も
の

と
み
な
す
。

 

※
４
：「

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確
認
」
と

は
、
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
２
基

※
５
を

起
動

し
動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
。
た

だ
し
、
第

87
条
適
用
時

期
が
使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て

い
る
期

間
で
、
か

つ
、
点
検
期

間
が

30
日
を
超

え
な
い

場
合
は

、
至
近

の
記
録
に

よ
り
動

作
可
能

で
あ
る
こ
と

を
確
認
す

る
。
 

※
５

：
モ
ー

ド
１
、

２
、
３

及
び
４
以
外

で
は
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

に
非
常
用
発

電
機
１
基

を
含
め

る
こ
と

が
で
き
る
。
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２０１９年 ９月２５日 
九 州 電 力 株 式 会 社 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修の連絡書 

 
１．原子炉名 
   川内原子力発電所 １号炉及び２号炉 
 
２．運転上の制限 

５００ｋＶ川内原子力線２号線について、予防保全を目的とした点検・保修

を実施することから、当該設備を停止する必要がある。 
停止期間中における１号炉及び２号炉の外部電源は、５００ｋＶ川内原子力

線１号線及び２２０ｋＶ川内原子力支線のみとなり、原子炉の全運転モードに

おいて要求される、保安規定第７１条（外部電源）で定める運転上の制限「３

回線以上が動作可能であること」を満足しない状態となる。 
   
３．点検・保修の内容 
（１）件名 

５００ｋＶ川内原子力線２号線停止作業（川内原子力線鉄塔防錆塗装 
修繕工事 ２Ｌ） 

（２）作業内容 
   以下の作業を実施する。 

・５００ｋＶ川内原子力線の鉄塔防錆塗装修繕 

（３）運転上の制限を満足しない期間（予定） 
   ２０１９年１１月１８日 

２０１９年１１月１９日 
  
    従って、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される 

措置の完了時間の範囲内で点検・保修を実施するため、保安規定第８７条第

１項を適用する。 
ただし、雨天及び雷発生等の荒天時には作業を順延するため、上記期間は

変更となる可能性がある。 
 
４．添付資料 
  添付資料－１ ５００ｋＶ川内原子力線２号線停止作業範囲図 

添付資料－２ 保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 
  添付資料－３ 該当する保安規定の条文の写し 

 
以 上 

別紙３ 
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添
付
資
料
－
１

 
５
０
０
ｋ
Ｖ
川
内
原
子
力
線
２
号
線
停
止
作
業
範
囲
図
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添付資料－２ 
 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 

 
 

２０１９年  
１１月 

保安規定第８７条 
第１項適用期間 

５００ｋＶ川内原子力線

２号線停止作業（川内原

子力線鉄塔防錆塗装修繕

工事 ２Ｌ） 

 
 
 
                
 
 
 
 
 

１１月１８日 
 ９：００～１７：００ 
 
１１月１９日 
 ９：００～１７：００ 
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添付資料－３ 
 

（外部電源） 

第 71条 モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間にお

いて、外部電源※１は、表 71－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２ 外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。 

(1) 当直課長は、モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵してい

る期間において、１週間に１回、所要の非常用高圧母線に電力供給可能な外部電源３回線以

上の電圧が確立していること、及び１回線以上は他の回線に対して独立性を有していること

を確認する。 

なお、予備変圧器から所内負荷へ給電時は、220kV 送電線の電流値を確認する。 

３ 当直課長は、外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表

71－２の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、保修課長に

通知する。通知を受けた保修課長は、同表の措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは、電力系統からの電力を第77条及び第78条で要求される非常用高圧母線に供

給する設備をいう（以下、各条において同じ）。 

 

表 71－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 

(1)３回線※２以上が動作可能であること※３ 

(2)(1)の外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対して独立性を有し

ていること※４※５ 

※２：外部電源の回線数は、当該原子炉に対する個々の非常用高圧母線全てに対して電力供給す

ることができる発電所外からの送電線の回線数とする（以下、各条において同じ）。 

※３：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。 

※４：独立性を有するとは、「送電線の上流において１つの変電所又は開閉所のみに連系しないこ

と」をいう。 

※５：１つの変電所又は開閉所のルートにより供給している場合であっても、設備構成として、

別ルート（川内火力発電所の開閉所又は新鹿児島変電所を経由した受電可能なルート）で

の連系が可能な状態であれば、独立性を有しているとみなすことができる。 

 

 

20



表 71－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

A.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

A.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対して独立

性を有している状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日 

に１回 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

B.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

B.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

30 日 

Ｃ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

及び 

全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

 

C.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

C.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対し独立性

を有している状態に復旧する。又は、動作

不能となっている外部電源の少なくとも

１回線を動作可能な状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

20 日 

Ｄ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

D.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

D.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

10 日 

Ｅ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

及び 

ディーゼル発電機１基が

動作不能である場合※７ 

E.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源１回線又はディーゼル発電機１基を復

旧する。 

12 時間 

Ｆ．全ての外部電源が動作不

能である場合 

F.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

24 時間 

 

21



表 71－２（続き） 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ｇ．モード１、２、３及び４に

おいて、条件Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ又はＦの措置を完了

時間内に達成できない場

合 

G.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

G.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

Ｈ．モード５、６及び使用済燃

料ピットに燃料体を貯蔵

している期間において、条

件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ又は

Ｆの措置を完了時間内に

達成できない場合 

H.1 保修課長は、照射済燃料移動中の場合は、

照射済燃料の移動を中止する※８。 

及び 

H.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

及び 

H.3 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っ

ている場合は、水抜きを中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※６：電流値の確認については、220kV 送電線の電流値を確認する。（予備変圧器から所内負荷へ

給電時） 

※７：モード１、２、３及び４以外においては、ディーゼル発電機には、非常用発電機１基を含

めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをいう。 

※８：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。 
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（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 
第 87条 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、

計画的に運転上の制限外に移行する場合は、当該運転上の制限を満足していないと判断した場

合に要求される措置を要求される完了時間の範囲内で実施する※１。なお、運用方法については、

表 86－１の例に準拠するものとする。 

２ 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画

的に運転上の制限外に移行する場合であって、当該運転上の制限を満足していないと判断した

場合に要求される措置を要求される完了時間の範囲を超えて実施する場合は、あらかじめ必要

な安全措置を定め、原子炉主任技術者の確認を得て実施する※１。 

３ 各課長（土木建築課長を除く。）は、表 87－１で定める設備について、保全計画に基づき定

期的に行う点検・保修を実施する場合は、同表に定める点検時の措置を実施する。 

４ 第１項、第２項及び第３項の実施については、第 86条第１項の運転上の制限を満足しない場

合とはみなさない。 

５ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項、第２項又は第３項に基づく点検・保修を行う場

合、関係課長と協議し実施する。 

６ 第１項、第２項及び第３項の実施に当たっては、運転上の制限外へ移行した時点を点検・保

修に対する完了時間の起点とする。 

７ 第１項を実施する場合、各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外に移行する前に、

運転上の制限外に移行した段階で要求される措置※２を順次実施し、その全てが終了した時点か

ら 24時間以内に運転上の制限外に移行する。なお、移行前に実施した措置については、移行時

点で完了したものとみなす。 

８ 第１項、第２項又は第３項に基づき運転上の制限外に移行する場合は、第 86 条第３項、第７

項、第８項、第９項及び第 10項に準拠する。なお、第３項に基づき運転上の制限外に移行する

場合は、「要求される措置」を「点検時の措置」に読み替えるものとする。 

９ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項の場合において要求される措置を完了時間内に実

施できなかった場合、第２項の場合において安全措置を実施できなかった場合、又は第３項の

場合において点検時の措置を完了時間内に実施できなかった場合は、当該運転上の制限を満足

していないと判断する。 

10 各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外へ移行した場合及び運転上の制限外から

復帰していると判断した場合は、当直課長に通知する。 

11 各課長（土木建築課長を除く。）は、第２項に基づく点検・保修又は第３項において、完了時

間を超えて点検・保修を実施後、運転上の制限外から復帰していると判断した場合は、原子炉

主任技術者に報告する。 

 

※１：この規定第２項に基づく確認として同様の措置を実施している場合は、これに代えること

ができる。 

※２：点検・保修を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の制限が適用されない状態へ移行

する措置を除く。また、複数回の実施要求があるものについては、２回目以降の実施につ

いては除く。
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表
8
7－

１
 

関
連

条
文
 

点
検

対
象
設

備
 

第
87

条
適
用
時
期

 
点

検
時
の
措

置
 

実
施

頻
度
 

第
69

条
 

・
中

央
制
御

室
非
常

用
循
環

系
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

6
9
条

の
適

用
モ
ー

ド
内
 

・
点

検
対
象

外
号
炉

の
当
該

系
統

が
動
作

可
能
で
あ

る
こ
と

を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

・
動

作
可
能

な
外
部

電
源
に

つ
い

て
、
電

圧
が
確
立

し
て
い

る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
71

条
 

・
外

部
電
源
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、

６
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い
る

期
間
 

・
所

要
の
１

、
２
号

炉
の
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
が
動

作
可
能

で

あ
る

こ
と
を

確
認

※
４
す

る
。
 

点
検
前

※
３

 

点
検

期
間
が

完
了
時
間
（
30

日
）
を
超
え

て
点
検

を
実

施
す
る

場
合
は

、
そ
の

後
の
１
か
月

に
１
回

 

第
83

条
 

(
8
3－

1
0－

２
)
 

・
水

素
濃
度

監
視
系

を
構
成

す
る
弁
 

・
Ａ

ガ
ス
サ

ン
プ
リ

ン
グ
圧

縮
装
置
 

・
可

搬
型
格

納
容
器

水
素
濃

度
計
測
装
置

指
示
監
視

部
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

8
3
条

（
8
3－

1
0－

２
）
の
適

用
モ
ー

ド
内
 

・
静

的
触
媒

式
水
素

再
結
合

装
置

動
作
監

視
装
置
又

は
電
気

式

水
素

燃
焼
装

置
動
作
監

視
装
置

が
動

作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

・
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

の
水
位
が

E
L＋

1
2
.7
0m

以
上
及
び

水
温

が
6
5℃

以
下
で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

週
間
に

１
回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
2－

１
)
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
補
給

用
水
中
ポ
ン

プ
に
よ
る

使
用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

へ
の
注

水
系
を

構
成
す
る
弁

（
SF
P
注

水
系

を
１

系
統
確

保
し
実

施
）

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を

貯
蔵
し

て
い
る

期
間
 

 
・

可
搬
型
電

動
低
圧

注
入
ポ

ン
プ

（
可
搬

型
電
動
ポ

ン
プ
用

発

電
機

含
む
）

又
は
可
搬

型
デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ
ン
プ

に
よ
る

使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ

レ
イ

系
が

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
2－

３
)
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
温
度

（
S
A）
（
指

示
監
視
部

含
む
）

 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
状
態

監
視
カ
メ
ラ

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

水
位

（
広
域
）
（

使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
監

視
用
空

気
供
給

シ
ス
テ

ム
含
む
）
指

示
監
視
部
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
周
辺

線
量
率
指
示

監
視

部
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を

貯
蔵
し

て
い
る

期
間
 

・
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

の
水
位
が

E
L＋

1
2
.7
0m

以
上
及
び

水
温

が
6
5℃

以
下
で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

週
間
に

１
回
 

・
所

要
の
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確

認
※

４
す

る
。
 

点
検
前

※
３

 

点
検

期
間
が

完
了
時
間
（
30

日
）
を
超
え

て
点
検

を
実

施
す
る

場
合
は

、
そ
の

後
の
１
か
月

に
１
回

 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

１
)
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

給
油
ポ
ン
プ

（
モ
ー
タ

含
む
）
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

燃
料
タ
ン
ク

 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

給
油
ポ
ン
プ

に
よ
る
大

容
量
空

冷
式

発
電
機

へ
の
給

油
系
を

構
成
す
る
弁

 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
中

容
量
発

電
機
車

又
は
高

圧
発

電
機
車

が
動
作
可

能
で
あ

る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

・
所

要
の
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

至

近
の

記
録
に

よ
り
確

認
す
る

。
 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

４
)
 

・
蓄

電
池
（

重
大
事

故
等
対

処
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ
と

を
至
近

の

記
録

に
よ
り

確
認
す

る
。
 

点
検
前

※
３
 

・
所

内
電
気

設
備
の

系
統
電

圧
を

確
認
し

、
使
用
可

能
で
あ

る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

６
)
 

・
重

大
事
故

等
対
処

用
変
圧

器
盤
 

・
重

大
事
故

等
対
処

用
変
圧

器
受
電
盤
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
発

電
機
車

（
中
容

量
発
電

機
車

又
は
高

圧
発
電
機

車
）
及

び

変
圧

器
車
が

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と

を
至

近
の
記
録

に
よ
り

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３
 

・
中

容
量
発

電
機
車

又
は
高

圧
発

電
機
車

が
動
作
可

能
で
あ

る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

８
)
 

・
燃

料
油
貯

蔵
タ
ン

ク
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
点

検
対

象
外
の

燃
料
油

貯
蔵
タ

ン
ク
が

1
47
k 
以

上
あ
る
こ
と

を
確

認
す
る

。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

か
月
に

１
回
 

・
原

子
炉
下

部
キ
ャ

ビ
テ
ィ

水
位
 

モ
ー

ド
５
 

・
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

が
動
作

可
能
で
あ
る

こ
と
を
確

認
す
る
。

 
点

検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
6－

１
)
 

・
可

搬
型
格

納
容
器

水
素
濃

度
計
測
装
置

指
示
監
視

部
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

8
3
条

(
83

－
16

－
１

)
の

適
用

モ
ー

ド
内
 

・
静

的
触
媒

式
水
素

再
結
合

装
置

動
作
監

視
装
置
又

は
電
気

式

水
素

燃
焼
装

置
動
作
監

視
装
置

が
動

作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

※
３

：
運
転

上
の
制

限
外
に

移
行
す
る
前

に
順
次
実

施
し
、

そ
の
全

て
が
終
了
し

た
時
点
か
ら

24
時
間

以
内
に

運
転
上

の
制
限
外

に
移
行

す
る
。

な
お
、
移
行

前
に
実
施

し
た
措

置
に
つ

い
て
は
、
移

行
時
点
で

完
了
し

た
も
の

と
み
な
す
。

 

※
４
：「

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確
認
」
と

は
、
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
２
基

※
５
を

起
動

し
動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
。
た

だ
し
、
第

87
条
適
用
時

期
が
使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て

い
る
期

間
で
、
か

つ
、
点
検
期

間
が

30
日
を
超

え
な
い

場
合
は

、
至
近

の
記
録
に

よ
り
動

作
可
能

で
あ
る
こ
と

を
確
認
す

る
。
 

※
５

：
モ
ー

ド
１
、

２
、
３

及
び
４
以
外

で
は
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

に
非
常
用
発

電
機
１
基

を
含
め

る
こ
と

が
で
き
る
。
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２０１９年 ９月２５日 
九 州 電 力 株 式 会 社 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修の連絡書 

 
１．原子炉名 
   川内原子力発電所 １号炉及び２号炉 
 
２．運転上の制限 

５００ｋＶ川内原子力線１号線について、予防保全を目的とした点検・保修

を実施することから、当該設備を停止する必要がある。 
停止期間中における１号炉及び２号炉の外部電源は５００ｋＶ川内原子力

線２号線及び２２０ｋＶ川内原子力支線のみとなり、原子炉の全運転モードに

おいて要求される、保安規定第７１条（外部電源）で定める運転上の制限「３

回線以上が動作可能であること」を満足しない状態となる。 
   
３．点検・保修の内容 
（１）件名 

５００ｋＶ川内原子力線１号線停止作業（川内原子力線電線張替 
工事 １Ｌ）  

（２）作業内容 
   以下の作業を実施する。 

・５００ｋＶ川内原子力線１号線の架空地線張替 

（３）運転上の制限を満足しない期間（予定） 
   ２０１９年１２月 ４日 ～ ２０１９年１２月１８日（１５日間連続） 
  
    従って、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される 

措置の完了時間の範囲内で点検・保修を実施するため、保安規定第８７条第

１項を適用する。 
ただし、雨天及び雷発生等の荒天時には作業を順延するため、上記期間は

変更となる可能性がある。 
 
４．添付資料 
  添付資料－１ ５００ｋＶ川内原子力線１号線停止作業範囲図 

添付資料－２ 保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 
  添付資料－３ 該当する保安規定の条文の写し 

 
以 上 

別紙４ 
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図
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添付資料－２ 
 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 

 
 

２０１９年  
１２月 

保安規定第８７条 
第１項適用期間 

５００ｋＶ川内原子力線

１号線停止作業（川内原

子力線電線張替工事  
１Ｌ）  

 
 
 
                
 
 
 
 
 

１２月 ４日 ９：００ 
～ 

１２月１８日１７：００ 
（１５日間連続） 
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添付資料－３ 
 

（外部電源） 

第 71条 モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間にお

いて、外部電源※１は、表 71－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２ 外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。 

(1) 当直課長は、モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵してい

る期間において、１週間に１回、所要の非常用高圧母線に電力供給可能な外部電源３回線以

上の電圧が確立していること、及び１回線以上は他の回線に対して独立性を有していること

を確認する。 

なお、予備変圧器から所内負荷へ給電時は、220kV 送電線の電流値を確認する。 

３ 当直課長は、外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表

71－２の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、保修課長に

通知する。通知を受けた保修課長は、同表の措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは、電力系統からの電力を第77条及び第78条で要求される非常用高圧母線に供

給する設備をいう（以下、各条において同じ）。 

 

表 71－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 

(1)３回線※２以上が動作可能であること※３ 

(2)(1)の外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対して独立性を有し

ていること※４※５ 

※２：外部電源の回線数は、当該原子炉に対する個々の非常用高圧母線全てに対して電力供給す

ることができる発電所外からの送電線の回線数とする（以下、各条において同じ）。 

※３：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。 

※４：独立性を有するとは、「送電線の上流において１つの変電所又は開閉所のみに連系しないこ

と」をいう。 

※５：１つの変電所又は開閉所のルートにより供給している場合であっても、設備構成として、

別ルート（川内火力発電所の開閉所又は新鹿児島変電所を経由した受電可能なルート）で

の連系が可能な状態であれば、独立性を有しているとみなすことができる。 
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表 71－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

A.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

A.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対して独立

性を有している状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日 

に１回 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

B.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

B.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

30 日 

Ｃ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

及び 

全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

 

C.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

C.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対し独立性

を有している状態に復旧する。又は、動作

不能となっている外部電源の少なくとも

１回線を動作可能な状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

20 日 

Ｄ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

D.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

D.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

10 日 

Ｅ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

及び 

ディーゼル発電機１基が

動作不能である場合※７ 

E.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源１回線又はディーゼル発電機１基を復

旧する。 

12 時間 

Ｆ．全ての外部電源が動作不

能である場合 

F.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

24 時間 
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表 71－２（続き） 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ｇ．モード１、２、３及び４に

おいて、条件Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ又はＦの措置を完了

時間内に達成できない場

合 

G.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

G.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

Ｈ．モード５、６及び使用済燃

料ピットに燃料体を貯蔵

している期間において、条

件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ又は

Ｆの措置を完了時間内に

達成できない場合 

H.1 保修課長は、照射済燃料移動中の場合は、

照射済燃料の移動を中止する※８。 

及び 

H.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

及び 

H.3 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っ

ている場合は、水抜きを中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※６：電流値の確認については、220kV 送電線の電流値を確認する。（予備変圧器から所内負荷へ

給電時） 

※７：モード１、２、３及び４以外においては、ディーゼル発電機には、非常用発電機１基を含

めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをいう。 

※８：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。 
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（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 
第 87条 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、

計画的に運転上の制限外に移行する場合は、当該運転上の制限を満足していないと判断した場

合に要求される措置を要求される完了時間の範囲内で実施する※１。なお、運用方法については、

表 86－１の例に準拠するものとする。 

２ 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画

的に運転上の制限外に移行する場合であって、当該運転上の制限を満足していないと判断した

場合に要求される措置を要求される完了時間の範囲を超えて実施する場合は、あらかじめ必要

な安全措置を定め、原子炉主任技術者の確認を得て実施する※１。 

３ 各課長（土木建築課長を除く。）は、表 87－１で定める設備について、保全計画に基づき定

期的に行う点検・保修を実施する場合は、同表に定める点検時の措置を実施する。 

４ 第１項、第２項及び第３項の実施については、第 86条第１項の運転上の制限を満足しない場

合とはみなさない。 

５ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項、第２項又は第３項に基づく点検・保修を行う場

合、関係課長と協議し実施する。 

６ 第１項、第２項及び第３項の実施に当たっては、運転上の制限外へ移行した時点を点検・保

修に対する完了時間の起点とする。 

７ 第１項を実施する場合、各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外に移行する前に、

運転上の制限外に移行した段階で要求される措置※２を順次実施し、その全てが終了した時点か

ら 24時間以内に運転上の制限外に移行する。なお、移行前に実施した措置については、移行時

点で完了したものとみなす。 

８ 第１項、第２項又は第３項に基づき運転上の制限外に移行する場合は、第 86 条第３項、第７

項、第８項、第９項及び第 10項に準拠する。なお、第３項に基づき運転上の制限外に移行する

場合は、「要求される措置」を「点検時の措置」に読み替えるものとする。 

９ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項の場合において要求される措置を完了時間内に実

施できなかった場合、第２項の場合において安全措置を実施できなかった場合、又は第３項の

場合において点検時の措置を完了時間内に実施できなかった場合は、当該運転上の制限を満足

していないと判断する。 

10 各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外へ移行した場合及び運転上の制限外から

復帰していると判断した場合は、当直課長に通知する。 

11 各課長（土木建築課長を除く。）は、第２項に基づく点検・保修又は第３項において、完了時

間を超えて点検・保修を実施後、運転上の制限外から復帰していると判断した場合は、原子炉

主任技術者に報告する。 

 

※１：この規定第２項に基づく確認として同様の措置を実施している場合は、これに代えること

ができる。 

※２：点検・保修を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の制限が適用されない状態へ移行

する措置を除く。また、複数回の実施要求があるものについては、２回目以降の実施につ

いては除く。
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表
8
7－

１
 

関
連

条
文
 

点
検

対
象
設

備
 

第
87

条
適
用
時
期

 
点

検
時
の
措

置
 

実
施

頻
度
 

第
69

条
 

・
中

央
制
御

室
非
常

用
循
環

系
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

6
9
条

の
適

用
モ
ー

ド
内
 

・
点

検
対
象

外
号
炉

の
当
該

系
統

が
動
作

可
能
で
あ

る
こ
と

を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

・
動

作
可
能

な
外
部

電
源
に

つ
い

て
、
電

圧
が
確
立

し
て
い

る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
71

条
 

・
外

部
電
源
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、

６
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い
る

期
間
 

・
所

要
の
１

、
２
号

炉
の
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
が
動

作
可
能

で

あ
る

こ
と
を

確
認

※
４
す

る
。
 

点
検
前

※
３

 

点
検

期
間
が

完
了
時
間
（
30

日
）
を
超
え

て
点
検

を
実

施
す
る

場
合
は

、
そ
の

後
の
１
か
月

に
１
回

 

第
83

条
 

(
8
3－

1
0－

２
)
 

・
水

素
濃
度

監
視
系

を
構
成

す
る
弁
 

・
Ａ

ガ
ス
サ

ン
プ
リ

ン
グ
圧

縮
装
置
 

・
可

搬
型
格

納
容
器

水
素
濃

度
計
測
装
置

指
示
監
視

部
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

8
3
条

（
8
3－

1
0－

２
）
の
適

用
モ
ー

ド
内
 

・
静

的
触
媒

式
水
素

再
結
合

装
置

動
作
監

視
装
置
又

は
電
気

式

水
素

燃
焼
装

置
動
作
監

視
装
置

が
動

作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

・
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

の
水
位
が

E
L＋

1
2
.7
0m

以
上
及
び

水
温

が
6
5℃

以
下
で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

週
間
に

１
回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
2－

１
)
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
補
給

用
水
中
ポ
ン

プ
に
よ
る

使
用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

へ
の
注

水
系
を

構
成
す
る
弁

（
SF
P
注

水
系

を
１

系
統
確

保
し
実

施
）

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を

貯
蔵
し

て
い
る

期
間
 

 
・

可
搬
型
電

動
低
圧

注
入
ポ

ン
プ

（
可
搬

型
電
動
ポ

ン
プ
用

発

電
機

含
む
）

又
は
可
搬

型
デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ
ン
プ

に
よ
る

使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト
へ

の
ス
プ

レ
イ

系
が

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
2－

３
)
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
温
度

（
S
A）
（
指

示
監
視
部

含
む
）

 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
状
態

監
視
カ
メ
ラ

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ
ト

水
位

（
広
域
）
（

使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
監

視
用
空

気
供
給

シ
ス
テ

ム
含
む
）
指

示
監
視
部
 

・
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
周
辺

線
量
率
指
示

監
視

部
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を

貯
蔵
し

て
い
る

期
間
 

・
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

の
水
位
が

E
L＋

1
2
.7
0m

以
上
及
び

水
温

が
6
5℃

以
下
で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

週
間
に

１
回
 

・
所

要
の
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確

認
※

４
す

る
。
 

点
検
前

※
３

 

点
検

期
間
が

完
了
時
間
（
30

日
）
を
超
え

て
点
検

を
実

施
す
る

場
合
は

、
そ
の

後
の
１
か
月

に
１
回

 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

１
)
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

給
油
ポ
ン
プ

（
モ
ー
タ

含
む
）
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

燃
料
タ
ン
ク

 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
用

給
油
ポ
ン
プ

に
よ
る
大

容
量
空

冷
式

発
電
機

へ
の
給

油
系
を

構
成
す
る
弁

 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
中

容
量
発

電
機
車

又
は
高

圧
発

電
機
車

が
動
作
可

能
で
あ

る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３

 

・
所

要
の
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
が

動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

至

近
の

記
録
に

よ
り
確

認
す
る

。
 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

４
)
 

・
蓄

電
池
（

重
大
事

故
等
対

処
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
大

容
量
空

冷
式
発

電
機
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ
と

を
至
近

の

記
録

に
よ
り

確
認
す

る
。
 

点
検
前

※
３
 

・
所

内
電
気

設
備
の

系
統
電

圧
を

確
認
し

、
使
用
可

能
で
あ

る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

６
)
 

・
重

大
事
故

等
対
処

用
変
圧

器
盤
 

・
重

大
事
故

等
対
処

用
変
圧

器
受
電
盤
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
発

電
機
車

（
中
容

量
発
電

機
車

又
は
高

圧
発
電
機

車
）
及

び

変
圧

器
車
が

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と

を
至

近
の
記
録

に
よ
り

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３
 

・
中

容
量
発

電
機
車

又
は
高

圧
発

電
機
車

が
動
作
可

能
で
あ

る

こ
と

を
至
近

の
記
録

に
よ
り

確
認
す
る
。

 

点
検
前

※
３
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
5－

８
)
 

・
燃

料
油
貯

蔵
タ
ン

ク
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

及
び

６
以
外
 

・
点

検
対

象
外
の

燃
料
油

貯
蔵
タ

ン
ク
が

1
47
k 
以

上
あ
る
こ
と

を
確

認
す
る

。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

か
月
に

１
回
 

・
原

子
炉
下

部
キ
ャ

ビ
テ
ィ

水
位
 

モ
ー

ド
５
 

・
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

が
動
作

可
能
で
あ
る

こ
と
を
確

認
す
る
。

 
点

検
前

※
３

 

そ
の

後
の
１

日
に
１

回
 

第
83

条
 

(
8
3－

1
6－

１
)
 

・
可

搬
型
格

納
容
器

水
素
濃

度
計
測
装
置

指
示
監
視

部
 

点
検

対
象
外

号
炉
が
第

8
3
条

(
83

－
16

－
１

)
の

適
用

モ
ー

ド
内
 

・
静

的
触
媒

式
水
素

再
結
合

装
置

動
作
監

視
装
置
又

は
電
気

式

水
素

燃
焼
装

置
動
作
監

視
装
置

が
動

作
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

点
検
前

※
３

 

そ
の
後
の

10
日

に
１
回
 

※
３

：
運
転

上
の
制

限
外
に

移
行
す
る
前

に
順
次
実

施
し
、

そ
の
全

て
が
終
了
し

た
時
点
か
ら

24
時
間

以
内
に

運
転
上

の
制
限
外

に
移
行

す
る
。

な
お
、
移
行

前
に
実
施

し
た
措

置
に
つ

い
て
は
、
移

行
時
点
で

完
了
し

た
も
の

と
み
な
す
。

 

※
４
：「

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確
認
」
と

は
、
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
２
基

※
５
を

起
動

し
動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
。
た

だ
し
、
第

87
条
適
用
時

期
が
使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て

い
る
期

間
で
、
か

つ
、
点
検
期

間
が

30
日
を
超

え
な
い

場
合
は

、
至
近

の
記
録
に

よ
り
動

作
可
能

で
あ
る
こ
と

を
確
認
す

る
。
 

※
５

：
モ
ー

ド
１
、

２
、
３

及
び
４
以
外

で
は
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

に
非
常
用
発

電
機
１
基

を
含
め

る
こ
と

が
で
き
る
。
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２０１９年１２月  日 
九 州 電 力 株 式 会 社 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修の連絡書（案） 

 
１．原子炉名 
   川内原子力発電所 １号炉及び２号炉 
 
２．運転上の制限 

２２０ｋＶ新鹿児島線１号線について、予防保全を目的とした点検・保修を

実施することから、２２０ｋＶ川内原子力支線を停止する必要がある。 

停止期間中における１号炉及び２号炉の外部電源は５００ｋＶ川内原子力線

１号線及び２号線の２回線のみとなり、また他の回線に対し独立性を有してい

ない状態となるため、原子炉の全運転モードにおいて要求される、保安規定第

７１条（外部電源）で定める運転上の制限「３回線以上が動作可能であること」

及び「外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対して独立性を有しているこ

と」を満足しない状態となる。 
 
３．点検・保修の内容 
（１）件名 

２２０ｋＶ新鹿児島線１号線停止作業（自社送電設備点検） 

（２）作業内容 
   以下の点検作業を実施する。 

・２２０ｋＶ新鹿児島線１号線碍子点検他 

（３）運転上の制限を満足しない期間（予定） 
   ２０１９年１２月２２日 

    従って、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される 

措置の完了時間の範囲内で点検・保修が実施されるため、保安規定第８７条

第１項を適用する。 

ただし、雨天及び雷発生等の荒天時には作業を順延するため、上記期間は

変更となる可能性がある。 
 
４．添付資料 

添付資料－１ ２２０ｋＶ新鹿児島線１号線停止作業（自社送電設備点検） 
範囲図 

添付資料－２ 保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 
  添付資料－３ 該当する保安規定の条文の写し 
 

以 上 

別紙５ 
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添
付
資
料
－
１

 
２
２
０
ｋ
Ｖ
新
鹿
児
島
線
１
号
線
停
止
作
業
（
自
社
送
電
設
備
点
検
）
範
囲
図
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添付資料－２ 
 

 
保安規定第８７条第１項を適用して実施する点検・保修工程表 

 
 

 ２０１９年 保安規定第８７条 
第１項適用期間 １２月 

２２０ｋＶ新鹿児島線１

号線停止作業（自社送電

設備点検） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１２月２２日 

９：００～１７：００ 
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添付資料－３ 
 

（外部電源） 

第 71条 モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間にお

いて、外部電源※１は、表 71－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２ 外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。 

(1) 当直課長は、モード１、２、３、４、５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵してい

る期間において、１週間に１回、所要の非常用高圧母線に電力供給可能な外部電源３回線以

上の電圧が確立していること、及び１回線以上は他の回線に対して独立性を有していること

を確認する。 

なお、予備変圧器から所内負荷へ給電時は、220kV 送電線の電流値を確認する。 

３ 当直課長は、外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表

71－２の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、保修課長に

通知する。通知を受けた保修課長は、同表の措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは、電力系統からの電力を第77条及び第78条で要求される非常用高圧母線に供

給する設備をいう（以下、各条において同じ）。 

 

表 71－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 

(1)３回線※２以上が動作可能であること※３ 

(2)(1)の外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対して独立性を有し

ていること※４※５ 

※２：外部電源の回線数は、当該原子炉に対する個々の非常用高圧母線全てに対して電力供給す

ることができる発電所外からの送電線の回線数とする（以下、各条において同じ）。 

※３：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。 

※４：独立性を有するとは、「送電線の上流において１つの変電所又は開閉所のみに連系しないこ

と」をいう。 

※５：１つの変電所又は開閉所のルートにより供給している場合であっても、設備構成として、

別ルート（川内火力発電所の開閉所又は新鹿児島変電所を経由した受電可能なルート）で

の連系が可能な状態であれば、独立性を有しているとみなすことができる。 
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表 71－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

A.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

A.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対して独立

性を有している状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日 

に１回 

 

30 日 

Ｂ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

B.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

B.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

30 日 

Ｃ．動作可能な外部電源が２

回線である場合 

及び 

全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有して

いない場合 

 

C.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

C.2 当直課長は、動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対し独立性

を有している状態に復旧する。又は、動作

不能となっている外部電源の少なくとも

１回線を動作可能な状態に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

20 日 

Ｄ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

D.1 当直課長は、動作可能な外部電源につい

て、電圧が確立していること及び電流値※

６を確認する。 

及び 

D.2 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

その後の１日

に１回 

 

10 日 

Ｅ．動作可能な外部電源が１

回線である場合 

及び 

ディーゼル発電機１基が

動作不能である場合※７ 

E.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源１回線又はディーゼル発電機１基を復

旧する。 

12 時間 

Ｆ．全ての外部電源が動作不

能である場合 

F.1 当直課長は、動作不能となっている外部電

源の少なくとも１回線を動作可能な状態

に復旧する。 

24 時間 
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表 71－２（続き） 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ｇ．モード１、２、３及び４に

おいて、条件Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ又はＦの措置を完了

時間内に達成できない場

合 

G.1 当直課長は、モード３にする。 

及び 

G.2 当直課長は、モード５にする。 

12 時間 

 

56 時間 

Ｈ．モード５、６及び使用済燃

料ピットに燃料体を貯蔵

している期間において、条

件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ又は

Ｆの措置を完了時間内に

達成できない場合 

H.1 保修課長は、照射済燃料移動中の場合は、

照射済燃料の移動を中止する※８。 

及び 

H.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度

が低下する操作を全て中止する。 

及び 

H.3 当直課長は、１次冷却系の水抜きを行っ

ている場合は、水抜きを中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※６：電流値の確認については、220kV 送電線の電流値を確認する。（予備変圧器から所内負荷へ

給電時） 

※７：モード１、２、３及び４以外においては、ディーゼル発電機には、非常用発電機１基を含

めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをいう。 

※８：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。 
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（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 
第 87条 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、

計画的に運転上の制限外に移行する場合は、当該運転上の制限を満足していないと判断した場

合に要求される措置を要求される完了時間の範囲内で実施する※１。なお、運用方法については、

表 86－１の例に準拠するものとする。 

２ 各課長（土木建築課長を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画

的に運転上の制限外に移行する場合であって、当該運転上の制限を満足していないと判断した

場合に要求される措置を要求される完了時間の範囲を超えて実施する場合は、あらかじめ必要

な安全措置を定め、原子炉主任技術者の確認を得て実施する※１。 

３ 各課長（土木建築課長を除く。）は、表 87－１で定める設備について、保全計画に基づき定

期的に行う点検・保修を実施する場合は、同表に定める点検時の措置を実施する。 

４ 第１項、第２項及び第３項の実施については、第 86条第１項の運転上の制限を満足しない場

合とはみなさない。 

５ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項、第２項又は第３項に基づく点検・保修を行う場

合、関係課長と協議し実施する。 

６ 第１項、第２項及び第３項の実施に当たっては、運転上の制限外へ移行した時点を点検・保

修に対する完了時間の起点とする。 

７ 第１項を実施する場合、各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外に移行する前に、

運転上の制限外に移行した段階で要求される措置※２を順次実施し、その全てが終了した時点か

ら 24時間以内に運転上の制限外に移行する。なお、移行前に実施した措置については、移行時

点で完了したものとみなす。 

８ 第１項、第２項又は第３項に基づき運転上の制限外に移行する場合は、第 86 条第３項、第７

項、第８項、第９項及び第 10項に準拠する。なお、第３項に基づき運転上の制限外に移行する

場合は、「要求される措置」を「点検時の措置」に読み替えるものとする。 

９ 各課長（土木建築課長を除く。）は、第１項の場合において要求される措置を完了時間内に実

施できなかった場合、第２項の場合において安全措置を実施できなかった場合、又は第３項の

場合において点検時の措置を完了時間内に実施できなかった場合は、当該運転上の制限を満足

していないと判断する。 

10 各課長（土木建築課長を除く。）は、運転上の制限外へ移行した場合及び運転上の制限外から

復帰していると判断した場合は、当直課長に通知する。 

11 各課長（土木建築課長を除く。）は、第２項に基づく点検・保修又は第３項において、完了時

間を超えて点検・保修を実施後、運転上の制限外から復帰していると判断した場合は、原子炉

主任技術者に報告する。 

 

※１：この規定第２項に基づく確認として同様の措置を実施している場合は、これに代えること

ができる。 

※２：点検・保修を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の制限が適用されない状態へ移行

する措置を除く。また、複数回の実施要求があるものについては、２回目以降の実施につ

いては除く。
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表
8
7－

１
 

関
連

条
文

 
点

検
対

象
設

備
 

第
87

条
適

用
時

期
 

点
検

時
の

措
置

 
実

施
頻

度
 

第
69

条
 

・
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

 
点

検
対

象
外

号
炉

が
第

6
9
条

の
適

用
モ

ー
ド

内
 

・
点

検
対

象
外

号
炉

の
当

該
系

統
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

10
日

に
１
回

 

第
71

条
 

・
外

部
電
源

 
モ

ー
ド

１
、
２

、
３

、
４

、
５

、

６
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る

期
間

 

・
動

作
可

能
な

外
部

電
源

に
つ

い
て

、
電

圧
が

確
立

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

１
日

に
１

回
 

・
所

要
の

１
、

２
号

炉
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
※
４
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

点
検

期
間

が
完

了
時

間
（

30
日

）
を

超
え

て
点

検

を
実

施
す

る
場

合
は

、
そ

の
後

の
１

か
月

に
１

回
 

第
83

条
 

(
83

－
10

－
２

) 

・
水

素
濃

度
監

視
系

を
構

成
す

る
弁

 

・
Ａ

ガ
ス

サ
ン

プ
リ

ン
グ

圧
縮

装
置

 

・
可

搬
型

格
納

容
器

水
素

濃
度

計
測

装
置

指
示

監
視

部
 

点
検

対
象

外
号

炉
が

第
8
3
条

（
83

－
1
0－

２
）
の

適
用

モ
ー

ド
内

 

・
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
動

作
監

視
装

置
又

は
電

気
式

水
素

燃
焼

装
置

動
作

監
視

装
置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

10
日

に
１
回

 

第
83

条
 

(
83

－
12

－
１

) 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
補

給
用

水
中

ポ
ン

プ
に

よ
る

使
用

済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
注

水
系

を
構

成
す

る
弁

（
SF

P
注

水
系

を
１

系
統

確
保

し
実

施
）

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

 

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

が
EL

＋
1
2.

7
0m

以
上

及
び

水
温

が
65

℃
以

下
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

１
週

間
に

１
回

 

・
可

搬
型

電
動

低
圧

注
入

ポ
ン

プ
（

可
搬

型
電

動
ポ

ン
プ

用
発

電
機

含
む

）
又

は
可

搬
型

デ
ィ

ー
ゼ

ル
注

入
ポ

ン
プ

に
よ

る

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

ス
プ

レ
イ

系
が

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と

を
至

近
の

記
録

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

第
83

条
 

(
83

－
12

－
３

) 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
温

度
（

SA
）
（

指
示

監
視

部
含

む
）

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
状

態
監

視
カ

メ
ラ

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
（

広
域

）
（

使
用

済
燃

料
ピ

ッ

ト
監

視
用

空
気

供
給

シ
ス

テ
ム

含
む

）
指

示
監

視
部

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
周

辺
線

量
率

指
示

監
視

部
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

が
EL

＋
1
2.

7
0m

以
上

及
び

水
温

が
65

℃
以

下
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

１
週

間
に

１
回

 

第
83

条
 

(
83

－
15

－
１

) 

・
大

容
量

空
冷

式
発

電
機

 

・
大

容
量

空
冷

式
発

電
機

用
給

油
ポ

ン
プ

（
モ

ー
タ

含
む

）
 

・
大

容
量

空
冷

式
発

電
機

用
燃

料
タ

ン
ク

 

・
大

容
量

空
冷

式
発

電
機

用
給

油
ポ

ン
プ

に
よ

る
大

容
量

空

冷
式

発
電

機
へ

の
給

油
系

を
構

成
す

る
弁

 

モ
ー

ド
１
、

２
、
３

、
４

、
５

及
び

６
以
外

 

・
所

要
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
※

４
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

点
検

期
間

が
完

了
時

間
（

30
日

）
を

超
え

て
点

検

を
実

施
す

る
場

合
は

、
そ

の
後

の
１

か
月

に
１

回
 

・
中

容
量

発
電

機
車

又
は

高
圧

発
電

機
車

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
至

近
の

記
録

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

第
83

条
 

(
83

－
15

－
４

) 

・
蓄

電
池

（
重

大
事

故
等

対
処

用
）

 
モ

ー
ド

１
、

２
、
３

、
４

、
５

及
び

６
以
外

 

・
所

要
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
至

近
の

記
録

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

・
大

容
量

空
冷

式
発

電
機

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
至

近
の

記
録

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

第
83

条
 

(
83

－
15

－
６

) 

・
重

大
事

故
等

対
処

用
変

圧
器

盤
 

・
重

大
事

故
等

対
処

用
変

圧
器

受
電

盤
 

モ
ー

ド
１
、

２
、
３

、
４

、
５

及
び

６
以
外

 

・
所

内
電

気
設

備
の

系
統

電
圧

を
確

認
し

、
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

１
日

に
１

回
 

・
発

電
機

車
（

中
容

量
発

電
機

車
又

は
高

圧
発

電
機

車
）

及
び

変
圧

器
車

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
至

近
の

記
録

に
よ

り

確
認

す
る
。

 

点
検

前
※
３
 

第
83

条
 

(
83

－
15

－
８

) 

・
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
 

モ
ー

ド
１
、

２
、
３

、
４

、
５

及
び

６
以
外

 

・
中

容
量

発
電

機
車

又
は

高
圧

発
電

機
車

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
至

近
の

記
録

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

・
点

検
対

象
外

の
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
が

14
7
k 

以
上

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

１
か

月
に

１
回

 

第
83

条
 

(
83

－
16

－
１

) 

・
原

子
炉

下
部

キ
ャ

ビ
テ

ィ
水

位
 

モ
ー

ド
５

 
・

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

１
日

に
１

回
 

・
可

搬
型

格
納

容
器

水
素

濃
度

計
測

装
置

指
示

監
視

部
 

点
検

対
象

外
号

炉
が

第
8
3
条

(
83

－
16

－
１

)
の

適
用

モ
ー

ド
内

 

・
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
動

作
監

視
装

置
又

は
電

気
式

水
素

燃
焼

装
置

動
作

監
視

装
置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

点
検

前
※
３
 

そ
の

後
の

10
日

に
１
回

 

※
３

：
運

転
上

の
制

限
外

に
移

行
す

る
前

に
順

次
実

施
し

、
そ

の
全

て
が

終
了

し
た

時
点

か
ら

24
時

間
以

内
に

運
転

上
の

制
限

外
に

移
行

す
る

。
な

お
、

移
行

前
に

実
施

し
た

措
置

に
つ

い
て

は
、

移
行

時
点

で
完

了
し

た
も

の
と

み
な

す
。

 

※
４

：「
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
」
と

は
、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
２

基
※

５
を

起
動

し
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
た

だ
し

、
第

87
条

適
用

時
期

が
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

で
、
か

つ
、
点

検
期

間
が

30
日

を
超

え
な

い
場

合
は

、
至

近
の

記
録

に
よ

り
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

※
５

：
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
及

び
４

以
外

で
は

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
非

常
用

発
電

機
１

基
を

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

40


